
 

武庫川ダム建設事業の位置づけについて 

 

過日、国土交通大臣からダム事業の見直し作業対象ダム１４３箇所の発表があり、その中に「建設段

階」のダムとして「武庫川ダム」が含まれています。武庫川ダムは、平成５年度に建設事業着手しまし

たが、反対運動等から平成１２年に「武庫川の総合的な治水対策についてゼロベースから議論する。」

として、これまで検討を進めてきています。この点に関して齟齬があるのでは、との疑問については、

下記のように考えています。 

 

１ 工事実施基本計画上の位置づけ 

 (1)武庫川ダムは、武庫川水系工事実施基本計画に位置づけられている事業です。武庫川ダムを白紙

状態にする場合、この工事実施基本計画を変更する必要がありますが、この場合、新河川法に基づ

き、これに代わる「河川整備基本方針」および「河川整備計画」を策定することになります。 

 

 (2)平成１２年に、ゼロベースから議論して、新河川法に基づく「河川整備基本方針」および「河川

整備計画」を策定することとなりました。新たな計画（河川整備計画）が策定されるまでは、現在

ある「武庫川水系工事実施基本計画」が生きています。（すでに河川整備基本方針は策定済みです

ので、工事実施基本計画の内、河川整備計画に相当する部分が生きていることになります。） 

 

２ 武庫川ダム建設事業を「中止」とすることについて 

 (1)もし武庫川ダムの事業を中止するのであれば、武庫川ダムの洪水調節機能を河道対策あるいは新

たな洪水調節施設で代替することを明確にする必要があります。機能の代替を明確にしないままで

「中止」にすることはできません。 

 

 (2)武庫川ダム建設事業を中止するということは、今後事業の再開はしないということであり、「洪水

調節施設」の選択肢から除外することを意味します。県としては、武庫川ダムも選択肢の一つとし

て（検討の優先順位は別として）考えており、その一環として武庫川峡谷での環境調査も実施して

きました。したがって、洪水調節施設の選択肢の一つとして事業再開の可能性があるのであれば、

事業を「中止」するのではなく、「休止」扱いとするのが妥当と考えています。 

 

３ ゼロベースから基本方針および整備計画を検討することについて 

 (1)「提言」の中でも、武庫川ダム以外の対策から検討するとは記載されていますが、武庫川ダムは

排除されず、洪水調節施設の選択肢の一つとなっています。 

 

 (2)しかしながら、武庫川ダムはすでに事業化されているため、流域委員会の議論の中で「武庫川ダ

ム」の名称を使用するのは白紙からの議論にそぐわないことから、「新規ダム」の名称で検討を進

めてきたと理解しています。 
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平成２１年度におけるダム事業の進め方などに関する 

前原国土交通大臣のコメント 

 

１．国及び水資源機構が実施している５６のダム事業のうち、既存

施設の機能向上を行っている８事業を除く４８事業については、

今後、平成２１年度内に、①用地買収、②生活再建工事、③転流

工工事、④本体工事の各段階に新たに入らないこととし、新たな

段階に入ることとなる工事の契約や用地の買収などは行わないこ

ととする。 

 

２．道府県が実施している８７のダム事業の平成２１年度における

事業の進め方（工事の発注を含む）については、各道府県知事の

ご判断を尊重する。 

 

なお、平成２２年度における１３６（注）の個別のダム事業の進

め方に関する基本的な方針については、政府予算案の提出時まで

に明らかにすることとしている。 

 

（注）平成 21 年度の１４３事業から、平成 21 年度完成の６事業と中止の１事

業の合計７事業を除いたもの 

平成 21 年 10 月 9 日 












